
広報ながしま  2024年７月号  ｜  ６ 

　
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
国
民
健
康
保
険
税
の
「
賦
課
限

度
額
」
と
「
所
得
の
少
な
い
世
帯
に

お
け
る
軽
減
判
定
所
得
基
準
」
が
変

更
に
な
り
ま
す
。

【
賦
課
限
度
額
の
変
更
】

　
国
民
健
康
保
険
税
を
算
定
す
る
際

の
賦
課
限
度
額
は
、
国
が
景
気
動
向

を
判
断
し
、
毎
年
見
直
し
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

改正前
（令和５年度）

改正後
（令和６年度）

医療分 65 万円 65 万円

後期高齢者支援分 22 万円 24 万円

介護分 17 万円 17 万円

合計 104 万円 106 万円

国民健康保険税賦課限度額の改正

【
所
得
の
少
な
い
世
帯
に
お
け
る
軽

減
判
定
所
得
基
準
の
変
更
】

　

国
民
健
康
保
険
税
で
は
、
総
所
得

金
額
が
一
定
の
基
準
以
下
の
世
帯
に

つ
い
て
は
「
均
等
割
」
と
「
平
等
割
」

の
軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
。
令
和
６

年
度
の
課
税
分
か
ら
、
軽
減
割
合
を

決
め
る
際
の
５
割
軽
減
お
よ
び
２
割

軽
減
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

※
世
帯
主
の
所
得
は
、
国
民
健
康
保

険
の
加
入
・
未
加
入
に
か
か
わ
ら
ず

所
得
判
定
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
移
行
し
た
人
数
と
所
得

も
含
め
て
計
算
し
ま
す
。

※
世
帯
内
に
所
得
の
申
告
を
し
て
い

な
い
か
た
が
い
る
場
合
は
、
軽
減
措

置
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

軽減割合 軽減判定所得基準額

７割 43 万円＋（給与所得者等の数ー１）× 10 万円

５割
43 万円＋（給与所得者等の数－１）× 10 万円＋ 29.5 万円  ×被保険者数
29 万円（改正前）→ 29.5 万円（改正後）

２割
43 万円＋（給与所得者等の数－１）× 10 万円＋ 54.5 万円×被保険者数
53.5 万円（改正前）→ 54.5 万円（改正後）

所得の少ない世帯における軽減判定所得基準の改正内容

問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
係

　
☎（
86
）１
１
７
２［
直
通
］

国
民
健
康
保
険
税
が
変
わ
り
ま
す

狩
猟
に
は
免
許
が
必
要
で
す

　
狩
猟
に
は
狩
猟
免
許
を
取
得
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
免
許
の
種
類
は
、
使
用
す
る
猟
具

に
よ
り
、網
猟
免
許
や
わ
な
猟
免
許
、

第
一
種
銃
猟
免
許
お
よ
び
第
二
種
銃

猟
免
許
の
４
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　

鹿
児
島
県
猟
友
会
出
水
支
部
で

は
、
試
験
に
伴
う
狩
猟
免
許
取
得
講

習
会
の
開
催
や
受
講
料
の
一
部
助
成

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

提
出
書
類
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
令
和
６
年
度
狩
猟
免
許
試
験
を
実

施
し
ま
す
」
か
ら
取
得
し
て
く
だ
さ

い
。
次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
も
閲
覧

で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
北
薩
地
域
振
興
局
農
林
水
産
部

　
☎
０
９
９
６（
25
）５
５
０
９

　
役
場
農
政
課
農
村
振
興
係

　
☎（
86
）１
１
３
６［
直
通
］

〇
狩
猟
免
許
取
得
講
習
会

・
日
程

　
８
月
23
日
（
金
）

・
申
込
期
間

　
７
月
16
日（
火
）～
８
月
９
日（
金
）

・
開
催
場
所

　
県
北
薩
地
域
振
興
局
出
水
庁
舎

〇
狩
猟
免
許
試
験

・
日
程

　
８
月
25
日
（
日
）

・
申
込
期
間

　
７
月
16
日（
火
）～
８
月
９
日（
金
）

・
試
験
場
所

　
県
北
薩
地
域
振
興
局
出
水
庁
舎


